
岩手県警察職員定数規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  平成23年３月11日 

岩手県公安委員会 

                                             委員長 雫 石 禮 子  

岩手県公安委員会規則第３号 

   岩手県警察職員定数規則の一部を改正する規則 

岩手県警察職員定数規則（昭和32年岩手県公安委員会規則第２号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

別表（第２条関係） 別表（第２条関係） 

 

所 属     区 分 警察官 

警察官

以外の

警察職

員 

合 計 所 属     区 分 警察官 

警察官

以外の

警察職

員 

合 計

 総務課  ［略］ ３ 11 総務課  ［略］ ２ 10

 警務課 18  ［略］ 49 警務課 19  ［略］ 50

 人財育成課  ［略］ ２ ９ 人財育成課  ［略］ ４ 11

 ［略］ ［略］ 

 会計課  ［略］ 27 32 会計課  ［略］ 26 31

 ［略］ ［略］ 

 

警務

部 

情報管理課 ５ 24 29

警務

部 

情報管理課 ８ 20 28

 生活安全企画課 18 ３ 21 生活安全企画課 17 ２ 19

 地域課 24 ６ 30 地域課 25 ８ 33

 通信指令課 19 １ 20 通信指令課 21 ２ 23

 少年課 10  ［略］ 15 少年課 11  ［略］ 16

 

生活

安全

部 

生活環境課 19 ３  ［略］

生活

安全

部 

生活環境課 18 ４  ［略］

 刑事企画課 12  ［略］ 15 刑事企画課 15  ［略］ 18

 捜査第一課 28  ［略］ 30 捜査第一課 35  ［略］ 37

 捜査第二課 27  ［略］ 28 捜査第二課 25  ［略］ 26

 組織犯罪対策課 25 ３  ［略］ 組織犯罪対策課 26 ２  ［略］

 鑑識課 14 14 28 鑑識課 15 12 27

 科学捜査研究所   ［略］ 14 科学捜査研究所 １  ［略］ 15

 

刑事

部 

［略］ 

刑事

部 

［略］ 

 ［略］  ［略］ 

 交通規制課 ６ 10  ［略］ 交通規制課 ５ 11  ［略］

 交通指導課 18  ［略］ 21 交通指導課 20  ［略］ 23

 運転免許課 19  ［略］ 51 運転免許課 18  ［略］ 50

 交通機動隊  ［略］ ２ 45 交通機動隊  ［略］ １ 44

 

 

交通

部 

高速道路交通警察

隊 
78  ［略］ 80

交通

部 

高速道路交通警察

隊 
77  ［略］ 79

 

警察

本部 

 ［略］ 

警察

本部

 ［略］ 



  教育訓練者 75 75  教育訓練者 66 66

  調整定数 11 11  調整定数  

  計 669 228 897  計 665 224 889

 盛岡東 217 10  ［略］ 盛岡東 218 ９  ［略］

  ［略］  ［略］ 

 紫波  ［略］ ４ 108 紫波  ［略］ ５ 109

 花巻  ［略］ ４ 101 花巻  ［略］ ５ 102

 北上  ［略］ ４ 97 北上  ［略］ ５ 98

 水沢  ［略］ ４ 105 水沢  ［略］ ５ 106

  ［略］  ［略］ 

 一関 92 ４ 96 一関 93 ５ 98

  ［略］  ［略］ 

 宮古 86  ［略］ 95 宮古 87  ［略］ 96

  ［略］  ［略］ 

 久慈 67  ［略］ 73 久慈 68  ［略］ 74

 

警察

署 

 ［略］ 

警察

署 

 ［略］ 

  計 1,443 91 1,534  計 1,447 95 1,542

  ［略］  ［略］ 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

   附 則 

 この規則は、平成23年３月15日から施行する。 
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